拡大型プロポーザル方式に係る手続開始の公示

下記の委託業務について、拡大型プロポーザル方式（「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価方式の運用ガイドライン（Ｒ８.４）」及び「建設関連業務の総合評価落札方式に関する運用の手引き（試行）（Ｒ７.７）」に準拠）に係る手続開始に当たり、下記のとおり、参加希望者の募集を行うので公示する。

令和８年５月７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青森県知事 宮下 宗一郎

記

１．業務概要
（１）業務名
委下第１号　青森県下水道管路台帳システム導入業務委託

（２）業務目的
下水道管路について、老朽化施設の今後の加速度的な増加や、人口減少に伴う使用料収入の減少、地方公共団体における職員不足による執行体制の問題など、昨今、厳しい経営環境の中で適切な管理が求められており、管路台帳を電子化し、効率的に管理することが重要視されている。本業務は、施設情報に加えて日々の点検結果や修繕履歴といった維持管理情報を電子化し、地理情報システム（GIS）をベースとした業務効率化に資するデータベースシステムを導入することを目的とする。

(３)主たる業務内容
1） 台帳データ整備業務
2） GISデータ導入業務

２．業務量の目安
業務委託料は２９,９４２,０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。

３．履行期限
契約締結の翌日から令和９年３月３１日まで

４．手続等
（１）担当部局
〒０３０－８５７０ 青森県青森市長島一丁目1番1号
青森県県土整備部都市計画課上下水道グループ
担当：室岡（ムロオカ）
ＴＥＬ：０１７(７３４)９６８８（直通）
ＦＡＸ：０１７(７３４)８１９６
e-mail：jougesuido@pref.aomori.lg.jp
  
（２）説明書の交付期間、場所及び方法
令和８年５月７日から令和８年５月２９日まで青森県県土整備部都市計画課ホームページ上で交付する。

（３）参加表明書及び企画提案書受付期限並びに提出場所及び方法
令和８年５月２９日　午後５時まで
[bookmark: _Hlk191576050]提出は、持参又は郵送とし、上記日時までに1部、都市計画課上下水道グループ担当者へ提出する。

５．その他
（１）手続において使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨に限る。
（２）青森県財務規則第１５９条第１項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の
全部又は一部の納付を免除することがある。
（３）契約書作成の要否：要。
（４）関連情報を入手するための照会窓口：上記４．（１）に同じ。
（５）詳細は、説明書による。
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